
新4K 〜新3K＋かっこいい〜 に向けた新しい働き方特集 新4K 〜新3K＋かっこいい〜 に向けた新しい働き方

1.　背　　景

建設業は，我が国の経済成長を牽引するととも
に，地域の暮らしの安全・安心を支える基幹産業
として重要な役割を担っています。その一方，建
設工事従事者の長時間労働（休日労働を含む）の
常態化や，高齢化の進行と若手入職者の減少及び
短期間での離職率が他産業よりも高いこと等によ
る労働力不足が大きな問題となっています。

また，平成 31（2019）年 4 月より施行された
改正労働基準法では，時間外労働は原則として月
45 時間かつ年間 360 時間までとされ，特別条項
でも上回ることのできない時間外労働の上限が罰
則付きで設定されました。建設業においても令和
6（2024）年 4 月から当該規定が適用されること
となっており，建設業の働き方改革及び担い手の
確保は，まさに「待ったなし」の状況となってい
ます。

これらの課題に対応するため，令和元（2019）
年 6 月に，いわゆる「新・担い手 3 法」として「公
共工事の品質確保の促進に関する法律」，「公共事
業の入札及び契約の適正化の促進に関する法
律」，「建設業法」が一体的に改正されました。こ
のうち改正建設業法においては，長時間労働の是
正や休日の確保にあたって「適正な工期」の設定

が重要であることから，「著しく短い工期による
請負契約の禁止」が盛り込まれました。

また，建設業の特性上，工事の内容や工法，投
入する人材や資材の量により工期の設定が異なる
ため，「著しく短い工期」であるかどうかについ
て一律かつ定量的な判断が困難であることから，
令和 2（2020）年 7 月に，中央建設業審議会より，
公共工事・民間工事を問わずあらゆる建設工事を
対象とする，適正な工期を確保するための定性的
な基準として「工期に関する基準」が勧告されま
した。

一方，港湾工事にあっては，気象・海象条件等
の影響を大きく受けることや，工事の施工にあた
って大型の作業船を含む一定規模の作業船団を運
用する必要があること，空港工事にあっては，空
港の運用に係る高度な制約を受けること等，港
湾・空港工事は一般的な陸上工事とは大きく異な
る特徴を有しています。

これを踏まえ，令和 3（2021）年 4 月に学識経
験者，関係業界団体，行政関係の委員を構成員と
する「港湾・空港工事のあり方検討会」（以下，「検
討会」という）を設置し，前述の「工期に関する
基準」に加えて，港湾・空港工事の工期の設定に
際して考慮すべき事項や課題について多様な観点
からご議論いただいた上で，令和 3 年 7 月に「港
湾・空港工事の工期の設定に関するガイドライン」

（以下，「ガイドライン」という）を策定しました。
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2.　ガイドラインの概要

ガイドラインでは，「適正な工期」を「設計図
書に規定する品質の工事目的物を，建設工事従事
者の休日を確保しつつ標準的な施工方法及び所要
費用により施工する際に必要となる期間」と定義
し，港湾・空港工事の適正な工期の設定にあたっ
て，その特性を踏まえて考慮すべき事項をとりま
とめました。

港湾・空港工事の工種や工程は非常に多岐にわ
たるものであり，工期の設定に際しては，港湾・
空港工事全てに共通するもの，工種や工程に応じ
て考慮すべきもの等，さまざまな切り口から考慮
する必要があることから，より分かりやすく使い
やすいものとするため，「本編」，「工程・工種別編」，

「資料編」の 3 編構成で整理しました（図－ 1）。
「本編」は，ガイドラインの背景，趣旨，適用

範囲，工期設定において受発注者が留意すべき事
項，港湾・空港工事の特徴等，港湾・空港工事全

般に関する工期設定の考え方等の基本的かつ重要
な事項を記載しました。
「工程・工種別編」は，港湾・空港工事の工期

の設定に際して，工程，工種ごとに考慮すべき，
具体的かつ詳細な事項を記載しました。なお，考
慮すべき具体的な事項については，検討会での議
論等を通じて可能な限り幅広く記載するよう努め
ましたが，必ずしも全ての事項が網羅できている
ものではないため，個々の工期の設定に際して
は，ガイドラインの趣旨を踏まえつつ，当該工事
の状況や性質に応じて個別具体的に考慮する必要
があります。
「資料編」では，港湾・空港工事の工期の設定

に際して参照すべき法令や，国が発注する港湾・
空港工事における適正な工期の設定に係る取組に
関する情報を記載しました。

なお，ガイドライン本文につきましては，国土
交通省 港湾局のホームページに掲載しています
ので，ご一読ください（https://www.mlit.go.jp/
kowan/kowan_tk5_000043.html）。

図－ 1　「港湾・空港工事の工期の設定に関するガイドライン」の概要
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3.　ガイドラインのポイント

⑴　発注者が想定する施工条件明示の明確化
発注者は，施工に必要な実日数に加え，土日祝

日及び年末年始等の休日，荒天日等の不稼働日，
関係機関との調整状況，関連工事の進捗状況等の
施工条件を踏まえて工期を設定し，受注者は，特
記仕様書において示された各種の施工条件や見積
参考資料に基づいて施工に必要な期間や資機材の
調達時期等の工事計画を検討しています。

しかしながら，実際には発注者が想定した気
象・海象条件の範囲内で施工できるとは限らず，
結果的に受注者が休日を返上する形で工程管理上
のリスクを負担するケースも見受けられます。ま
た，特記仕様書等において発注者が想定する施工
条件を相当程度詳細に記載したとしても，受発注
者間で施工条件に係る情報共有に齟齬が生じてし
まうと，結果的に受注者として想定する「施工に
必要な期間」が確保できなくなり，工期及び休日
を圧迫する等の適正な工期による施工の妨げにな
るおそれもあります。

このため，以下の事項についてガイドラインに
位置付け，施工条件をより的確に明示するととも
に，受注者の責に帰すことができない理由により
施工条件に変更が生じた場合における取り扱い等
を明確化し，工程管理上のリスク負担の更なる適
正化を図ることとしました。
①　特記仕様書における的確な施工条件明示の徹

底
特記仕様書の作成にあたっては，施工条件の調

査，把握を十分に行うとともに，工事の着手時
期，施工時間帯及び方法の制限，工事の実施に係
る関係者等との調整状況，作業ヤード等の用地関
係の状況等，発注者が想定する施工条件について
的確に明示することを定めました。
②　施工条件明示方法の充実

受注者における当初の工事計画の立案や，工事
の進捗により発生する設計変更の円滑化等に資す

るため，特記仕様書の参考資料として，工程に関
する施工条件や関係機関との調整等懸案事項と 
なる案件に関する対応状況等を一覧できる資料

（チェックリスト等）を提供することを定めまし 
た。
③　契約後における受発注者間での協議の充実

契約締結後においては，円滑な工事の実施及び
品質の確保を図るため，受発注者で構成する協議
の場を設置し，受発注者が施工条件，工事工程等
について総合的な確認及び調整を行うことを定め
ました。

なお，国が発注する港湾・空港工事では，発注
者が想定する施工条件や工事工程表を契約締結後
速やかに受注者に提示するとともに，当該明示内
容を踏まえて受注者が作成した施工工程につい
て，工事着手までに「品質確保調整会議」等にお
いて，受発注者相互で確認及び調整することとし
ており，開催回数や協議内容の更なる充実に取り
組んでいるところです（図－ 2）。

⑵　休日確保・法定労働時間の遵守に向けた取組
発注者は，土日祝日や年末年始等を休日とする

工期の設定を原則としています。しかしながら，
港湾・空港工事においては，作業船や潜水士によ
る作業を伴うため，曜日を問わず気象・海象条件
が良好なときにしか作業を行うことができない工
事，利用者等との調整により施工可能な時間帯に
制約がある工事，一定の期間において連続して作
業する必要がある工事等，土日を閉所する週休 2
日の確保や，曜日を問わず定期的に一斉閉所する
こと自体が困難な工事も少なくありません。

国が発注する港湾・空港工事に係る週休 2 日又
は 4 週 8 休による現場閉所（以下，「4 週 8 休等」
という）の達成状況について国土交通省 港湾局が
調査したところ，令和元年度には約 61%，令和 2
年度には約 67% との結果が把握されました（図－
3）。こうした実態を踏まえつつ，4 週 8 休等の達
成を今後更に促進し，港湾・空港工事における働
き方改革の実現と，改正労働基準法に基づく時間
外労働規制への着実な対応を図る必要があります。
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このため，休日確保・法定労働時間の遵守につ
いて以下のとおりガイドラインに位置付け，取組
の徹底に努めているところであり，令和 3 年 4 月
から 12 月までに完了した工事のうち約 87% が 4
週 8 休等の確保を達成するなど，一定の成果が得
られています。
①　契約変更事務ガイドライン等を活用した受発

注者間での協議の充実
受注者の責に帰すことができない理由により，

当初の工期内に所要の休日が確保できない状況と
なった場合，契約変更事務ガイドライン等を活用
しつつ適時適切に受発注者間で協議を行った上
で，必要があると認められる場合は工期の延長及
び請負代金の変更を行う等，所要の休日確保に配
慮することを定めました。
②　休日確保に向けた各種インセンティブ付与の

充実

当分の間，4 週 8 休等（現場の一斉閉所が困難
な場合，交代勤務制等の実施を通じた建設工事従
事者一人ひとりの週休 2 日又は 4 週 8 休）を達成
した工事について，労務費や機械経費，共通仮設
費率，現場管理費率の増加，及び成績評定での加
点等の措置を講じることを定めました。
③　休日確保にあたって追加的に必要となる費用

の確保
荒天による工事の休止を余儀なくされた場合，

受注者が休日を確保せずに工期遵守を図ることを
抑制するため，当該休止に伴って生じた経費の精
算を行うことを定めました。

4.　その他の取組について

検討会において，発注者が想定する施工条件の

図－ 2　発注者が想定する施工条件の明示方法について

図－ 3　直轄港湾・空港関係工事の休日確保達成状況
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明示方法について，施工条件チェックリスト等の
提供のほか，契約前において概略工程表の開示を
求める意見が寄せられました。概略工程表の開示
については，施工条件の明示に際して有効な手段
であると考えられるものの，開示に適した工事，
提示時期，内容等の基準を定めるには事例の蓄積
が必要であると考えられることから，まずは国が
発注する港湾・空港工事において試行工事を実施
することとしました。

なお，令和 3 年 10 月より開始した試行工事に
おいては，原則として競争参加資格通知時に概略
工程表を開示し，各工種のおおよその工事期間や
想定される不稼働日，開示時点における関係機関
との調整状況や関連する他工事の進捗状況の概略
を記載することとしました。試行工事の結果を踏
まえつつ，例えば入札公告時に開示する等，より
効果的な開示時期や内容等について引き続き検討
を行う予定です（図－ 4）。

5.　おわりに

適正な工期設定を通じて建設業における働き方

改革を推進することは，将来の担い手を確保する
観点からも極めて重要であり，適正な工期の実現
に向けては，建設業者による生産性向上等の自助
努力とあわせて，受発注者相互の理解と協力が不
可欠です。

本ガイドラインは，適正な工期を設定するため
の重要なツールとなることが期待されますが，適
切に運用されなければ，策定した意義が大きく損
なわれてしまいます。

このため，本ガイドラインの策定を契機とし
て，国が発注する港湾・空港工事に携わる地方整
備局等の職員が適切な工期設定の実現を強く意識
するとともに，さまざまな局面において本ガイド
ラインを踏まえた判断がなされるよう，機会をと
らえて港湾管理者や民間企業を含む関係者の皆さ
まにも幅広く周知し，しっかりとご活用いただけ
るよう協力を求めてまいります。また，本ガイド
ラインの実効性をより一層高めるため，工期の設
定が適正であったかどうかの検証等を通じて，適
正な工期の設定に資する取組に関する知見の蓄積
に努め，適時適切にガイドラインの見直しを行っ
てまいります。

図－ 4　概略工程表のイメージ
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